
木造一戸建て住宅耐震化支援事業 除却工事費助成金申請手続きの流れ 

 

行政庁 建築主 安全協会 

 

 

 

   

 

 

          

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

【特記】 

１．実線は、助成金申請の書類（第 1号～第 3号様式）の流れを表しています。 

２． ①は、安全協会に確認・検査申請をする場合を、②は、行政庁に確認・検査申請をする場合を表しています。 

３．安全協会に確認申請をする場合も、確認済証交付後に助成金の申請をすることはできます。 

４．新築する住宅が中間検査の対象とならない建築物の場合は、建て方工事完了後に、助成金請求書の申請を受付けます。 
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